
第７５号議案 

 品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

１ 改正理由 

 

  品川区給付型大学奨学金条例および品川区給付型大学奨学金運営委員会条例の制

定ならびに品川区災害弔慰金の支給等に関する条例の改正に伴い、新たに附属機関を

設置するため、本条例別表に「品川区給付型大学奨学金運営委員会」および「品川区

災害弔慰金等支給審査委員会」を加え、委員の報酬日額を定める。 

 

２ 改正内容 

 

  下表および別紙新旧対照表のとおり 

 

附属機関の名称 委員の役職 報酬日額 

品川区給付型大学奨学金運営委員会 委  員 １４,０００円 

品川区災害弔慰金等支給審査委員会 会  長 ２３,０００円 

委  員 ２０,０００円 

 

３ 施行期日 

 

  公布の日 

総務委員会資 料 
令和 7年 6月 30 日 
区 長 室 総 務 課 
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新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 ○品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 

昭和29年３月26日条例第７号 昭和29年３月26日条例第７号

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 附属機関 報酬日額   附属機関 報酬日額  

 （省略）  （省略）   （省略）  （省略） 

 品川区青少年問題協議会  14,000円   品川区青少年問題協議会  14,000円 

 品川区子ども・子育て会議 会長 23,000円   品川区子ども・子育て会議 会長 23,000円 

 副会長 20,000円   副会長 20,000円 

 委員 14,000円   委員 14,000円 

 品川区児童福祉審議会 委員長 23,000円   品川区児童福祉審議会 委員長 23,000円 

 副委員長 21,000円   副委員長 21,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区奨学金運営委員会 14,000円  品川区奨学金運営委員会 14,000円  

 品川区給付型大学奨学金運営委員会 14,000円     

 品川区民生委員推薦会  14,000円   品川区民生委員推薦会  14,000円 

 （省略）  （省略）   （省略）  （省略） 

 品川区防災会議  14,000円   品川区防災会議  14,000円 

 品川区災害弔慰金等支給審査委員会 会長 23,000円      

 委員 20,000円     

 品川区国民保護協議会  14,000円   品川区国民保護協議会  14,000円 

 （省略）  （省略）   （省略）  （省略） 

  

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 


